
小山工業高等専門学校体育施設使用手続要領 

 

制    定  昭和 61 年４月１日 

最終改正  平成 14 年３月７日 

 

１ この要領は、小山工業高等専門学校体育施設運営規則（昭和 44 年４月１日制定）第７条第

２号の規定に基づき、体育施設を本校関係者以外の者が使用する場合の手続等について定め

る。 

２  体育施設を使用しようとする者は、代表責任者を定め学生課に別紙の体育施設使用許可申

請書を使用しようとする日の１週間前までに提出するものとする。 

３  前項の申請が許可されたときは、許可書を交付する。 

４  体育施設の使用料は、別表のとおりとする。 

５  体育施設使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、前項の使用料を体育施設を

使用する前日までに、会計課に納付するものとする。 

６  納付済みとなった使用料は、これを返納しない。 

７  使用者は、体育施設を使用するに当たり、次のことを遵守するものとする。 

  一  許可を受けた使用目的以外に使用しないこと。 

  二  許可を受けた使用の場所及び時間を厳守すること。 

  三  使用を認められた施設の周辺の静穏な秩序を乱さないこと。 

  四  施設や器物を故意に汚染し、破損しないこと。 

  五  本校の諸規則を守ること。 

  六  その他管理者が行う施設管理上の指示に従うこと。 

８  使用者が許可条件等を遵守しない場合は、体育施設使用許可を取り消し、又は停止するこ

とがある。この場合、使用者のいかなる損害についても、本校はその責任を負わないものと

する。 

９  使用者は、施設、設備及び備品を故意又は重大な過失により亡失し、若しくは破損したと

きは、弁償の責任を負うものとする。 

10  体育施設使用中において、生じた人身事故若しくは災害については、使用者の責任とする。 

      附  則 

  この要領は、昭和 61 年４月１日から実施する。 

      附  則 

  この要領は、昭和 62 年８月 10 日から実施する。 

      附  則 

  この要領は、平成元年５月１日から施行する。 

      附  則 

  この要領は、平成２年４月１日から施行する。 

      附  則 

  この要領は、平成３年４月 25 日から施行する。 

      附  則 

  この要領は、平成３年７月 20 日から施行し、平成３年４月１日から適用する。 

      附  則 



  この要領は、平成４年４月１日から施行する。 

      附  則 

  この要領は、平成５年６月１日から施行する。 

      附  則 

  この要領は、平成６年４月１日から施行する。 

      附  則 

  この要領は、平成７年８月 17 日から施行し、平成７年４月１日から適用する。 

      附  則 

  この要領は、平成９年４月 24 日から施行し、平成９年４月１日から適用する。 

      附  則 

  この要領は、平成 10 年４月 16 日から施行し、平成 10 年４月１日から適用する。 

      附  則 

  この要領は、平成 12 年４月１日から施行する。 

      附  則 

  この要領は、平成 13 年９月 25 日から施行し、平成 13 年４月１日から適用する。 

      附  則 

  この要領は、平成 14 年３月７日から施行し、平成 13 年 10 月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 



    別  表 

 

 

                    体育施設の１時間当たり使用料 

 

  施    設    名 

 

  面 積 等（ｍ2) 

 

  金  額（円） 

 

 総合運動場 

 

  １７,１４４ 

 

   ２,１２７ 

 

 野    球   場 

 

    ８,１００ 

 

      ６５８ 

 

 サッカーコート 

 

      １  面 

 

   １,０００ 

 

 テニスコート 

 

      １  面 

 

      ３５０ 

 

 体    育    館 

 

       ８５６.８ 

 

   １,０１５ 

 

 第二体育館 

 

       ８０６.４ 

 

      ９５５ 

 

 武    道    館 

 

 

       ２３１.２３ 

 

 

      ７３９ 

 

      ＊消費税は料金に含まれている。（内税） 

      ＊使用料金は、本表に定めた金額と使用を許可した時間との積とする。 

      ＊光熱水費については別途徴収する。 

 


